
東部市民センターのフルコンサートピアノの調律について 

 

 

 東部市民センターのスタインウェイ（フルコンサートピアノ）の調律を行うにあたり、一定の状態を

維持する目的で、次のような基準を設けます。 

 

  ・スタインウェイアカデミー修了者 

  ・１級ピアノ調律技能士保有者でスタインウェイピアノ調律実務経験者 

  ・ヤマハ認定コンサートピアノ以上のグレード保有者又は同等の技術を有する者でスタインウェイ

ピアノ調律実務経験者 

 

のいずれかを満たす者 

  

東部市民センターのスタインウェイピアノは公共のものです。品質・性能を高い状態で維持するた

め、調律は、スタインウェイピアノに豊富な知識・経験・技術力を持った方が行ってください。 

 

なお、調律作業を行う際には、記録簿の記入をお願いいたします。 

  



 フローチャート 
 

 
ホール利用者より調律師についてのお問い合わせがあった場合 

 
 
 

調律師が決まっているか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

いいえ はい 

かすがい市⺠⽂化財団 ホール担
当にご相談ください。 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

かすがい市⺠⽂化財団 ホール担当に
ご相談ください。 

スタインウェイアカデミー修了者か？ 

１級ピアノ調律技能士保有者で 
スタインウェイピアノ調律実務経験者か？ 

調律師の基準を満たす 

ヤマハ認定コンサートピアノ以上の 
グレード保有者又は同等の技術を有する者で 
スタインウェイピアノ調律実務経験者か？ 

はい 

はい 
はい 


